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育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書 記入上の留意事項等 

Ⅰ この申告書は、保育所等での保育が開始されないことを理由に、育児休業手当金の支給対象期間の延長を

求めるときに、必ず組合員本人が記載し、所属所を経由して提出してください。 

Ⅱ 申告書は事実について正しく記載してください。申告しなければならない事柄を申告しなかったリ、偽り

の記載をして提出した場合には、以降育児休業手当金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受

給した金額の返還を命ぜられることがあります。 

Ⅲ 保育所等での保育が開始されないことを理由とした育児休業手当金の支給対象期間延長は、速やかな職場

復帰を図るために保育所等の利用（入所）申込をしたが入所ができないなど、やむを得ず職場復帰ができな

い方を対象とした制度です。制度の趣旨に沿った延長の申請であることを確認するため、次の書類を育児休

業手当金請求書（１歳超分）（給付様式第１５号の１、以下「手当金請求書」という。）に添付して請求してく

ださい。 

 

全員共通【手当金請求書に添付が必要な書類】 

<<１歳時・１歳６か月時>>・・ⅰ～ⅲに加え、ⅳも必要 

ⅰ 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書（この申告書） 

ⅱ 市区町村に保育所等の利用（入所）申込をしたときの申込書の写し 

（電子申請の場合は申込内容を出力したもの、または、申込をした画面の複写） 

 ⅲ その他追加書類（下表の「注意事項２に記載がある場合のみ） 

<<１歳以降毎月>> 

ⅳ 市区町村が発行した保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知の写し 

（入所保留通知書、入所不承諾通知書など市区町村によって名称が異なります。）  

 

Ⅳ 様式作成の際の注意事項 

記入項目 注意事項１ 注意事項２ 

３の① 申込をしていない場合は、原則として延長

の要件を満たしません。 

ただし、子の疾病や障害により特別に配慮が必要であ

り、市区町村から保育体制が整備されていない等の理

由により、申込の受付ができないとされた場合には、

延長が認められる場合があります（注１）ので、理由

欄に特別な配慮が必要な理由及び市区町村との相談

（義務です）の内容等を記載の上、次の書類を手当金

請求書に添付して申請してください。 

追加書類 

・医師の診断書や障害者手帳の写しなど、特別な配慮

が必要であることを確認できる書類 

（注１) 単に申込を忘れていた場合や、市区町村へ

の相談無く申込をしなかった場合は、廷長

の要件を満たしません。 

３の② 申込をした日が子の１歳の誕生日（注２）

（又は１歳６か月の誕生日応当日）以降の

場合は、原則として延長の要件を満たしま

せん。 

（注２) パパ・ママ育休プラス利用時は、 

「１歳に達する日後の育児休業終了日の翌日」または

「１歳２か月に達する日の翌日」のいずれか早い日。 
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記入項目 注意事項１ 注意事項２ 

３の③ 利用（入所）開始希望日が子の１歳の誕生

日（注２）（又は１歳６か月の誕生日応当

日）の翌日以降の場合は、原則として延長

の要件を満たしません。 

 

利用（入所）開始希望日等の状況は必ず該

当するものを一つ選択してください。 

※同様式の裏面に記載のある書類等をあ

わせて提出してください。 

 

 

 

 

 

ただし、市区町村が１歳の誕生日以降でなければ申込を

受け付けないなど、保育利用の申込の機会が極端に限ら

れる場合には、延長が認められる場合があリます（注１）

ので、理由欄に具体的な理由や市区町村との相談（義務

です）の内容等を記載してください。 

追加書類 

・保育所入所の案内やホームページなど、市区町村が

申込を受け付けていないことが確認できる書類 

（注１) 単に申込を忘れていた場合や、市区町村への

相談無く申込をしなかった場合は、廷長の要

件を満たしません。 

（注２）パパ・ママ育休プラス利用時は、「１歳に達す

る日後の育児休業終了日の翌日」または「１歳

２か月に達する日の翌日」のいずれか早い日。 

３の④ 申込において「保育所等への入所を希望し

ていない」、「育児休業からの職場復帰の意

思がない」、「育児休業の延長を希望す

る」、「入所保留となることを希望する」な

ど、職場復帰や保育所等への入所の意思が

ないことを明示的に記載・選択していると

きは「している」場合に該当します。 

 

３の⑤ 入所保留通知書、入所不承諾通知書などに

記載された有効期間を記載してください。

入所保留通知書、入所不承諾通知書などに

有効期間の記載がない場合は空欄で構い

ません。 

 

３の⑥ １に記載した子について、これまでに内定

を辞退している場合は、原則として延長の

要件を満たしません。 

ただし、内定後の住所変更など、内定した保育所等に子

を入所させることが困難な事情の変更が生じた場合に

は、延長が認められる場合がありますので、理由欄に変

更前の住所や変更前後の勤務場所、事情変更の生じた日

付及び具体的な理由を記載してください。 

３の⑦ 通所方法は通所する場合に利用する予定

だった交通手段（徒歩・自転車・自動車・

バス等）を記載し、その交適手段による自

宅からの片道の所要時問を記載してくだ

さい。 

なお、送迎サービス等を利用する場合は送迎場所までの

片道の所要時間を記載してください。 

３の⑧ 利用（入所）希望の保育所等が、合理的な

理由なく通所に自宅から片道 30 分以上要

する保育所等のみとなっている場合は、原

則として延長の要件を満たしません。 

追加書類以下の選択肢に応じて、添付してください。 

・ ア～ウを選択した場合：追加必要なし 

・ エを選択した場合： 

医師の診断書や障害者手帳の写しなど、特別な

配慮が必要であることを確認できる書類 

・ オを選択した場合： 

理由欄に具体的な理由を記載のうえ、記載内容

を確認できる書類 

 


